
（直接リース）

財団法人畜産環境整備機構貸付施設等貸付契約書
（事業名：                           ）

財団法人畜産環境整備機構理事長（以下「甲」という。）と

（以下「乙」という。）

とは、貸付施設等の貸付けに関し、甲の上記事業に係る実施要領(以下「実施要領」という。)に基
づくほか、次の条項により契約を締結する。

（貸付施設等）
第 １ 条 貸付施設等の設置場所及び型式並びに

実施要領第３の４の（１）に定める取得価額は、
別表に定めるとおりとする。

（貸付料）
第 ２ 条 貸付料は、実施要領第３の４に定める算

出方法に基づき算定された基本貸付料、消費
税等相当額及び附加貸付料の合計額であって、
別表に定めるとおりとする。

（貸付料の納入）
第 ３ 条 乙は、実施要領第３の５に基づき、貸付

料を甲が別に通知する期日までに受託団体
（第１８条の「受託団体」をいう。以下「丙」とい
う。）を経て（丙がない場合は直接）甲の指定す
る金融機関に払込むことによって納入するもの
とする。

（貸付期間等）
第 ４ 条 貸付期間は別表に定めるとおりとし、貸

付期間の開始日は実施要領第１１の２の検収
を不備なく終了した日とする。

２ この貸付契約は、第１２条の譲渡代金の納入
をもって当該貸付施設等について終了する。

（貸付施設等の引渡し等）
第 ５ 条 貸付施設等は、検収完了によりその引渡

しがあったものとする。
  ２ 甲は、検収を終了したときは、遅滞なく、貸付

開始日並びに貸付料及び譲渡代金の納入期限
を乙に通知する。

（貸付施設等の瑕疵）
第 ６ 条 検収終了後貸付施設等に隠れた瑕疵が

発見された場合、甲はその責任を負わないも
のとする。

２ 前項の事由により、第３条の義務を履行して
いる乙が損害を受けたとき、甲は当該貸付施
設等の売り主に対する損害賠償請求権を乙に
譲渡するものとする。

３ 前２項の場合、この貸付契約は変更されない
ものとする。

（公租公課等）
第 ７ 条 乙は、実施要領第５に基づき、貸付施設

等に係る固定資産税その他の公租公課を納付
するものとする。

  ２ 補助付きリース事業にあっては、乙は、甲の
指示に基づき実施要領第 12 の２の規定による
補助金に係る消費税等相当額の返還手続を行
うものとする。

（損害保険）
第 ８ 条 甲は、別表の貸付施設等を損害保険に

付し、これに要する保険料相当額を乙から丙を

経て徴収するものとする。ただし、別表の備考
欄に「要保険手続」と指定する貸付施設等につ
いては、乙は、実施要領第６の１に基づき、甲
を受取人とし、貸付施設等の取得に要した額
（初年度に限る。次年度以降は当該貸付施設
等の評価額）を保険金額とする損害保険に付し、
保険契約期間は貸付施設等の貸付期間と同一
若しくは貸付期間中これを更新し存続するもの
とする契約を締結するものとする。

２ 乙は、貸付施設等を前項ただし書きの損害保
険に付したときは、当該保険証券の写しを丙を
経て甲に提出するものとする。

３ 貸付施設等に損害保険事故が発生した場合、
甲は受け取った保険金額の範囲において、次
のいずれかに当該保険金を使用するものとす
る。
（１）第１５条の（１）の乙の負担する経費への支

払い
（２）第１５条の（２）の精算に要する経費への支

払い

（保証保険）
第 ９ 条 甲は、乙から保証保険加入の申込みの

委任を受けて保険会社に保証保険の加入申込
みを行うものとする。

２ この保証保険の保険料は乙が負担するものと
し、乙は、定められた納入期日までに丙を経て
甲に納入するものとする。

３ 甲は、保険金の支払い請求権及び受領権に
基づき、保険会社から直接保険金の支払いを
受けるものとする。

４ 甲は、保険会社から保証保険金を受け取った
後、その受け取った保険金の額を限度として、
甲の乙に対する債権（実施要領第１３の５の規
定に基づく精算額（以下「精算額」という。）及び
当該精算額に係る実施要領第１４の２に基づく
違約金をいう。）に係る権利を保険会社に譲渡
するものとする。

(貸付施設等の管理と使用）
第１０条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって

貸付施設等を管理し使用するものとする。
２ 乙は、貸付施設等について正常な機能の維

持管理のための補修、修理を行うものとする。

（設置場所の変更）
第１１条 乙は、貸付施設等の設置場所を変更しよ

うとするときは、事前に丙を経て甲の承諾を得
るものとする。

（貸付施設等の譲渡等）
第１２条 甲は、乙が第３条の義務を履行し、譲渡代

金を期日までに納入したときは、当該貸付施設
等を乙に譲渡するものとする。

２ 甲は、第９条第３項に基づく保険金の受領をも
って、乙が実施要領第４の１に基づき当該貸付



施設等を精算額で買い取ったものとみなし、そ
の所有権を乙に引き渡すものとする。

（貸付施設等の目的外使用等の禁止）
第１３条 乙は、貸付施設等について下記事項を行

ってはならない。
（１）目的以外の用に使用すること
（２）第三者へ転貸し、又は譲渡すること
（３）質権その他名目の如何を問わず担保の目

的に供すること
２ 乙は、貸付施設等を改造してはならない。た

だし、特別の事情があり、甲がやむを得ないと
認めた場合はこの限りではない。

（貸付施設等の中途解約の禁止）
第１４条 乙は、この貸付契約を中途で解約するこ

とはできないものとする。ただし、やむを得な
い理由があると甲が認めた場合、乙は解約に
伴い甲が提示する条件を了承のうえ解約する
ことができる。

（貸付施設等の滅失、毀損）
第１５条 甲及び乙は、貸付期間中乙の責に帰すべ

き事由により貸付施設等の滅失、毀損が生じた
場合は、次により誠意をもって処理するものと
する。
（１）当該貸付施設等が毀損したときは、乙の負

担で完全な状態に修復するものとする。
（２）当該貸付施設等が滅失し、又はその使用

が著しく困難となったときは、乙は、実施要
領第８の３に基づく精算額で償い、又は当該
貸付施設等を買い取るものとし、精算完了と
同時に当該貸付施設等に関する貸付契約は
終了するものとする。

（契約違反）
第１６条 乙がこの貸付契約に定める条項の一つに

違反したときは、甲は次の行為の全部又は一
部を乙に対して行うことができるものとする。
（１）違約金の支払請求
（２）契約の解約及び精算額による貸付施設等

買取請求
（３） 損害賠償の請求

（検査及び報告）
第１７条 甲は、何時でも貸付施設等の管理状況を

検査することができる。この場合、乙及び丙は
その検査に協力しなければならない。

２ 乙は、当該貸付施設等の滅失、毀損等の事故
があったときは、遅滞なくその内容及びとった
措置について丙を経て甲に報告しなければな
らない。

３ 乙は、甲の求めに応じて、貸付施設等の管理、
使用状況を丙を経て報告しなければならない。

（丙への業務委託）
第１８条 甲は、丙に、乙が甲に納入、提出等する

事項に係る事務及び甲が乙に通知等する事項
に係る事務を委託するものとする。

２ 乙は、第３条、第８条、第９条、第１１条及び第
１７条に定める事項については、丙を経て行う
ものとする。

（    丙    ：                    ）
（再受託団体：                   ）

（そ の 他）
第１９条 この貸付契約に定めのない事項について

は、必要に応じ、甲乙協議のうえ定めるものと
する。

（生乳リースに関する適用除外）
第２０条 第９条の規定は、生乳リースには適用し

ない。

(畜産経営力向上緊急支援リース事業に関する特則）
第２１条 畜産経営力向上緊急支援リース事業に係

る貸付については、乙は、甲が定める補助金の
申請、交付等に関する手続に従わなければなら
ない。

2 次の各号に該当する場合は、甲は、催告を要
せずに通知をもって本契約を解除することがで
きるものとする。

ア 乙が前項の規定に違反したとき
イ 貸付施設等の検収（再検収を含む。）が平成

26 年 3 月末日までに終了しなかったとき
3 前項の場合は、甲は、甲に故意過失がある場

合を除き、一切の責任を負わない。この場合の
本契約対象物件の取扱い等については、乙と当
該物件の売主との間で解決するものとする。

（合意管轄）
第２２条 甲及び乙は、この契約について訴訟の必

要が生じたときは、東京地方裁判所のみを第一
審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

上記の契約を証するため、本契約書２通を作成し、各自記名捺印のうえ各１通を保存する。

第           号

平成    年   月   日

甲  東京都港区虎ノ門５丁目１２番１号

財団法人 畜産環境整備機構

理 事 長  堤  英 隆

乙                            印

      


